
山
梨
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号

土
地
が
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
と
し
て
平
成
二
十
八
年
山
梨
県
告
示
第
三
十
号
に
よ
り
指

定
し
た
区
域
の
一
部
に
つ
い
て
、
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
指
定
を
解
除
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
森
林
環
境
部
大
気
水
質

保
全
課
及
び
山
梨
県
中
北
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

一
　
指
定
を
解
除
す
る
区
域
　
甲
斐
市
玉
川
字
向
河
原
千
六
百
三
十
番
一
の
一
部

二
●
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基

準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類
　
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

指
定
を
解
除
す
る
区
域
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
●
な
し
（
土
壌
汚
染
対
策

法
施
行
規
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
試
料
採
取
等
を
実
施
し
た
結
果
、
土
壌
汚
染
対
策
法
第

六
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
し
な
い
と
認
め
ら
れ
た
。）

山
梨
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
が
特

定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た

め
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面

は
、
山
梨
県
森
林
環
境
部
大
気
水
質
保
全
課
及
び
山
梨
県
中
北
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

一
●
指
定
す
る
区
域
●
甲
斐
市
玉
川
字
向
河
原
千
六
百
三
十
番
一
及
び
中
巨
摩
郡
昭
和
町
築
地
新
居
字

大
島
千
百
九
十
九
番
一
の
各
一
部

二
●
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基

準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類
　
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

指
定
す
る
区
域
に
お
い
て
講
ず
べ
き
指
示
措
置
●
地
下
水
の
水
質
の
測
定

山
梨
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
が

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届

出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
森
林
環
境

目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
要
措
置
区
域
の
指
定
の
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
五
三

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定
の
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
七
五
三

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
要
措
置
区
域
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
五
三

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
五
三

○
有
害
図
書
類
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
五
四

公
　
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
五
四

○
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
五
四

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号

土
地
が
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を

防
止
す
る
た
め
当
該
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域
と
し
て
平
成
二
十
八
年
山

梨
県
告
示
第
二
十
九
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
に
つ
い
て
、
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年

法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
指
定
を
解
除
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、

山
梨
県
森
林
環
境
部
大
気
水
質
保
全
課
及
び
山
梨
県
中
北
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
八
年
八
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

一
　
指
定
を
解
除
す
る
区
域
　
甲
斐
市
玉
川
字
向
河
原
千
六
百
三
十
番
一
の
一
部

二
●
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基

準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類
　
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

指
定
を
解
除
す
る
区
域
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
●
な
し
（
土
壌
汚
染
対
策

法
施
行
規
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
試
料
採
取
等
を
実
施
し
た
結
果
、
土
壌
汚
染
対
策
法
第

六
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
し
な
い
と
認
め
ら
れ
た
。）

山
梨
県
公
報

第
二
千
六
百
三
十
二
号
　
　
平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
九
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

七
五
三

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
八
年

八
月
二
十
九
日

第
二
千
六
百
三
十
二
号

月　曜　日



部
大
気
水
質
保
全
課
及
び
山
梨
県
中
北
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

一
●
指
定
す
る
区
域
●
甲
斐
市
玉
川
字
向
河
原
千
六
百
三
十
番
一
及
び
中
巨
摩
郡
昭
和
町
築
地
新
居
字

大
島
千
百
九
十
九
番
一
の
各
一
部

二
●
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び

第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類
　
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

山
梨
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号

青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号
）

第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の
を
有
害
図
書
類
と
し
て
指
定
し
、
平
成
二
十
八
年
八
月
二

十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

一
●
指
定
す
る
図
書
類
（
雑
誌
）
の
名
称
及
び
発
行
所

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

発
　
　
行
　
　
所

m
ini

B
erry

2016
vol.27

秋
水
社

A
m
our

７
月
号
　N

o.281

サ
ン
・
メ
デ
ィ
ア
レ
ッ
プ

ビ
ー
ボ
ー
イG

O
L
D
2016

６
月
号

リ
ブ
レ
出
版

裏
モ
ノJA

PA
N
2016.7

鉄
人
社

二
●
指
定
す
る
理
由
　
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
甚
だ
し
く
粗
暴
性
を
助
長
し
、
又
は
著
し
く
犯

罪
を
誘
発
す
る
等
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

公
　
　
　
告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
八
年
八
月
十
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
地
域
資
料
デ
ジ
タ
ル
化
研
究
会

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
小
林
是
綱

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
笛
吹
市
石
和
町
東
高
橋
百
三
十
三
番
地

４

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
●
こ
の
法
人
は
、
文
献
資
料
等
な
ら
び
に
デ
ジ
タ
ル
資
料
の
調
査
、

収
集
、
整
理
、
保
存
、
提
供
方
法
等
に
つ
い
て
研
究
、
実
践
し
、
も
っ
て
社
会
教
育
、
ま
ち
づ
く

り
、
文
化
、
芸
術
等
の
振
興
等
の
公
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
十
月
二
十
一
日
ま
で

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事

後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

一
　
農
用
地
利
用
配
分
計
画

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者
　
　
　
賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

居
住
し
、
又
は
所
　
　

所
　
　
　
在

面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

在
す
る
市
区
町
村

木
村
高
夫

山
梨
市
　
　

山
梨
市
市
川
字
犬
塚
三
十
番

七
、
五
七
一

一
外
十
八
筆

久
保
川
広
光

山
梨
市
　
　

山
梨
市
江
曽
原
字
姥
窪
六
百

一
、
七
九
三

五
十
五
番
一
外
三
筆

斉
藤
浩
次

南
ア
ル
プ
ス
市

南
ア
ル
プ
ス
市
藤
田
字
殿
田

九
一
五

山
梨
県
公
報

第
二
千
六
百
三
十
二
号
　
　
平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
九
日

七
五
四



九
百
九
十
六
番
外
一
筆

農
事
組
合
法
人

北
杜
市
　

北
杜
市
大
泉
町
谷
戸
字
大
和

一
、
八
四
三

い
ず
み
そ
ば
組

田
四
千
五
百
七
番

合齊
藤
竜
一

笛
吹
市

笛
吹
市
八
代
町
米
倉
字
町
屋

一
、
一
八
七

十
八
番

上
野
原
ゆ
う
き

上
野
原
市

上
野
原
市
鶴
川
字
二
本
木
八

三
、
二
一
四

の
輪
合
同
会
社
　

百
五
十
番
外
八
筆

雨
宮
満
彦

甲
州
市

甲
州
市
塩
山
下
萩
原
字
東
田

一
、
四
八
二

七
百
二
十
二
番
外
五
筆

長
田
元
紀

甲
州
市

甲
州
市
塩
山
千
野
字
新
田
二
　

七
八
二

千
三
十
二
番

小
澤
壽
男
　

甲
州
市

山
梨
市
南
字
長
窪
二
千
二
百
　

四
七
一

四
十
六
番
外
一
筆

甲
州
市
塩
山
三
日
市
場
字
天
　

一
、
二
六
一

神
前
千
九
百
五
十
三
番
一
外

一
筆

山
川
礼
希
　

甲
州
市

甲
州
市
塩
山
竹
森
字
田
沢
五

一
、
九
四
七

百
六
十
九
番
外
四
筆

小
林
勝
利

南
ア
ル
プ
ス
市

中
央
市
下
河
東
字
十
二
天
二

六
、
〇
一
七
・
九
五

千
四
百
三
十
六
番
二
外
十
二

筆

た
と
み
農
園
株
　
中
央
市

中
央
市
町
之
田
字
熊
野
二
百
　

三
、
五
九
四

式
会
社

九
十
七
番
二
外
一
筆

菊
池
千
春

長
野
県
南
佐
久
郡
　
北
杜
市
高
根
町
村
山
東
割
字

一
五
、
九
六
一

上
の
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